
昼休憩の時間帯における 

窓口のご利用について 

 

12 時から 13 時は、昼休憩のため当番制によ

り少人数で運営しております。長い時間お待た

せする可能性がありますので、昼休憩の時間帯

を避けてご来所いただくことをお勧めします。 

また、求人受付窓口及び雇用保険適用事業所

窓口につきましては、12 時から 13 時の昼休憩

の時間帯は窓口に職員を配置しておりません。 

求人の申込み等につきましては、求人者マイ

ページのご利用を、雇用保険適用事業所関係の

申請につきましては、電子申請のご利用をお願

いいたします。 

ご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協

力をお願いいたします。 

ハローワーク武生 


